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農業者や農協の理解が得られない日本の農協法改正をどう評価すべきか。

1　日本の農協は独創的な成功モデルであり、世界のリーダーである
JAは国際的にみても最もパワフルで、他国の農協を主導する地位にある（EURISCE

（2018））。フランスの農協の専門家の視点からみて、JAには多数の長所がある。
とりわけ、JAというモデルについては、以下の 2点が独創的である。第一は、

農業関連事業と金融事業を兼営し、さらに人々の生活に必要なサービスを提供す
る、総合事業性である。第二は、地域を基礎としたピラミッド構造の「系統シス
テム」である。
JAには、出資し議決権をもつ正組合員の農業者と、出資するが議決権をもた

ない准組合員の非農業者がともに結集している。そして、その組織構造を、JA
の地区、県、全国と階層別に構成することで、組合員のニーズに寄り添った方針
の策定を可能にしている。このシステムは、各ユニットが選んだ代表者により統
治され、農政活動を行う全中も含まれている。
この結果、2017年度の全農の取扱高（単体）は4.6兆円に達している。数百万人の

組合員が利用することで、全農の青果部門での集荷シェアは 3割、生乳や鶏卵で
も 2割と高い。さらに、卸売業者との連携や輸出に関する取組みも活発である。
販売量と職員数は、社会全体に利益をもたらすような、協同組合の経済的なパ

ワーを表すと理解されている。JAでは、同じグループに属する多数の組合が相
互に依存し、さまざまな形で組合員のニーズに応えている。その事業は、農畜産
物の集荷や加工のみならず、金融、保険、その他生活面で直接役に立つ多種多様
なサービスと広範である。また、教育や若者の支援や男女の機会均等などの活動
にも積極的に取り組んでいる。
さらに、JAは事業内容を充実させ、小規模な農業者をもサポートしている。こ

れにより、JAは組合員の農産物の出荷・販売の改革を導きながら、加工やブラ
ンド化を促している。同時に、農業生産や食品製造のコストを削減し、組織の合
理化を図りながら、国内外での市場競争力の向上に取り組んでいる。こうした戦
略を、政府との特別な関係が下支えしており、これもJAモデルの独創性を生ん
でいる。

2　 JAの自己改革は組合員やJA自身はもちろんのこと、日本社会にも大きな変
革をもたらす可能性がある

日本の15年の農協法改正は、JAサイドでは自己改革を引き起こすビッグ・バ
ンであり、JAの組織モデルとそれによる組合員の保護の分離を図るものとみな
されている。つまり、改正法は、JAに農業関連事業と他の事業の分離を迫るも
のである。

農業者の協同組合の価値
―農協についての再考―

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2020・2
39 - 105

同時に、19年 2月 1日に発効した日EU経済連携協定など、日本は複数の国際
貿易協定を締結し、関税の削減で貿易の促進を図っている。
しかし、この協定締結は日本の状況を好転させるだろうか。農業者数の減少は

続いており、1965年に900万人いた基幹的農業従事者は、98年には200万人台へ減
少した。EUと比べ、日本の農業者の高齢化は進んでおり、農家の規模も小さく、
農家経済における農業の経営収支は厳しい（MAFF（2018））。こうした状況のまま、
日本は、農業・食品が今も戦略的な地位にある国々と、国際市場で競争しなけれ
ばならなくなったわけである。
 

3　日本の農協モデルに対するパースペクティブ―軌道修正や改革の方向性―
JAは長い時間を経て発展したものである。フランス民法典はじめ西欧の法律

諸制度の継受により天皇制近代国家が確立期に移行する1900年に、産業組合法が
制定され、その草創期にはドイツのライファイゼン農村信用組合、戦後の農地解
放にあっては米国の制度の影響を受け、JAは発展してきた。
今日の農協は、新たな社会的な要素を取り込む必要がある。そして、これまで

と違う要件と、デジタル技術により破壊的イノベーションが生まれるデジタル・
ディスラプション時代の経営により協同組合を再定義し、SDGsのためのオリジ
ナルな方向性を打ち出しながら、リーダー的な人材を巻き込むとともに組合員を
教育するべきである。
これは、市場競争力の向上といった、単なる経済の問題ではない。環境保全や

社会的責任に関する社会問題への一層適切な対応といった、アグロエコロジー
（agroecology）や再エネの利用などエネルギー・トランジションの実践という課
題が既に俎上にのぼっている。

19年末に発行した、国際規格ISO 26030「持続可能な発展と社会的責任－農業
食品分野におけるISO 26000:2010の使用のためのガイダンス」策定にかかる日本
のコミットメントは、日本が本気で同分野へ取り組むようになった兆しである。
JAは、今日、国際市場での競争力向上に迫られながら、こうした社会的な要求に
も挑戦することで、農業者の協同組織としての存在意義を明らかにするであろう。
著者の紹介：マリリン・フィリッピ教授はフランス・ボルドー大学経済学部教授。フラン
ス国立農学研究所（INRA）の研究員でもあり、農業協同組合高等評議会（HCCA）の委
員も務めている。フランス政府の日仏科学協力助成プログラムの一環として、19年 3月に
来日し、行政やJA全国連との意見交換や複数のJAへの訪問を通じ、現地調査を実施して
いる。来日の際に農中総研で行われた講演の記録は、『農林金融』19年11月号を参照。
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